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「特定医療費の支給認定について」の一部改正について 

「特定医療費の支給認定について（通知）」（平成 26 年 12 月３日健発

1203 第１号厚生労働省健康局長通知）の別紙「特定医療費支給認定実施要

綱」について、令和４年の地方からの提案等に関する対応方針（令和４年 12 

月 20 日閣議決定）等を踏まえ、別添新旧対照表のとおり改め、令和５年 11

月 30 日から適用することとしたので、貴職におかれても、御了知の上、実施

に遺漏のなきよう配意されたい。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１

項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。 



特定医療費支給認定実施要綱 一部改正  新旧対照表 
変更点は下線部 

新 旧 

別紙 

特定医療費支給認定実施要綱 

 

平成26年12月３日健 発1203第１号 

最終一部改正 令和５年11月30日健生発1130第15号 

 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26年法律第 50号。以下「法」

という。）第５条第１項に基づく特定医療費の支給認定（以下「支給認定」とい

う。）の事務手続及び運営等については、法令の定めるところによるほか、本

要綱を踏まえ、もって支給認定の適正な実施を図られたい。 

 

第１～第２ （略） 

 

第３ 支給認定の要件等 

１ 所得区分 

 （１）（略） 

 

 （２）（１）の所得区分のうち「④一般所得Ⅰ」、「⑤一般所得Ⅱ」、「⑥

上位所得」については、受診者が高額難病治療継続者（同一の月に受け

た特定医療（支給認定を受けた月以後のものに限る。）及び同一の月の

受けた小児慢性特定疾病（児童福祉法第６条の２第１項に規定する小

児慢性特定疾病をいう。）に係る小児慢性特定疾病医療支援（同法第６

条の２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいい、当該特定

医療に係る支給認定を受けた日の属する月以前のものに限る。）に要

した医療費総額が５万円を超えた月数が高額難病治療継続者の申請を

行った月以前の 12月以内に既に６月以上ある者をいう。以下同じ。）

に該当する場合には、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負

担上限月額を設ける。 

 

④’一般所得（高額継続）Ⅰ  負担上限月額 ５，０００円 

別紙 

特定医療費支給認定実施要綱 

 

平成26年12月３日健 発1203第１号 

最終一部改正 令和５年９月14日健生発0914第８号 

 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26年法律第 50号。以下「法」

という。）第５条第１項に基づく特定医療費の支給認定（以下「支給認定」とい

う。）の事務手続及び運営等については、法令の定めるところによるほか、本

要綱を踏まえ、もって支給認定の適正な実施を図られたい。 

 

第１～第２ （略） 

 

第３ 支給認定の要件等 

１ 所得区分 

 （１）（略） 

 

 （２）（１）の所得区分のうち「④一般所得Ⅰ」、「⑤一般所得Ⅱ」、「⑥

上位所得」については、受診者が高額難病治療継続者（同一の月に受け

た特定医療（支給認定を受けた月以後のものに限る。）及び同一の月の

受けた小児慢性特定疾病（児童福祉法第６条の２第１項に規定する小

児慢性特定をいう。）に係る小児慢性特定疾病医療支援（同法第６条の

２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいい、当該特定医療

に係る支給認定を受けた日の属する月以前のものに限る。）に要した

医療費総額が５万円を超えた月数が高額難病治療継続者の申請を行っ

た月以前の 12月以内に既に６月以上ある者をいう。以下同じ。）に該

当する場合には、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上

限月額を設ける。 

 

④’一般所得（高額継続）Ⅰ  負担上限月額 ５，０００円 



⑤’一般所得（高額継続）Ⅱ  負担上限月額１０，０００円 

⑥’上位所得（高額継続）   負担上限月額２０，０００円 

 

 （３）～（４）（略） 

 

２ 各所得区分の所得の内容等 

（１）（略） 

 

（２）１（１）の所得区分のうち「②低所得Ⅰ」の対象は、次のいずれかに

該当する場合であるものとする。 

  ① 支給認定世帯が市町村民税世帯非課税世帯（注１）であって、指定

難病の患者等に係る次に掲げる収入の合計金額が 80万円以下である

場合 

・地方税法（昭和 25年法律第 226号） 上の合計所得金額（注２） 

 （合計所得金額が０円を下回る場合は、０円とする。） 

・所得税法（昭和 40年法律第 33号） 上の公的年金等の収入金額（注

３） 

・その他厚生労働省令で定める給付（注４） 

 

   （注１）「市町村民税世帯非課税世帯」とは、支給認定世帯の世帯員

が、受診者が特定医療を受ける日の属する年度（特定医療を受

ける日の属する月が４月から６月である場合にあっては、前

年度）分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定によ

る特別区民税を含むものとし、同法第 328 条の規定によって

課する所得割を除く。以下同じ。）が課されていない者（均等

割及び所得割双方が非課税）又は市町村の条例で定めるとこ

ろにより当該市町村民税を免除された者（当該市町村民税の

賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）

である支給認定世帯をいう。 

   （注２）「合計所得金額」とは、地方税法第 292条第１項第 13号に

規定する合計所得金額をいう。ただし、公的年金等の支給を受

ける者については、当該合計所得金額から所得税法第 35条第

２項第１号に掲げる金額を控除した額とする。 

 

   （注３）～（注４）（略） 

⑤’一般所得（高額継続）Ⅱ  負担上限月額１０，０００円 

⑥’上位所得（高額継続）   負担上限月額２０，０００円 

 

 （３）～（４）（略） 

 

２ 各所得区分の所得の内容等 

（１）（略） 

 

（２）１（１）の所得区分のうち「②低所得Ⅰ」の対象は、次のいずれかに

該当する場合であるものとする。 

  ① 支給認定世帯が市町村民税世帯非課税世帯（注１）であって、指定

難病の患者等に係る次に掲げる収入の合計金額が 80万円以下である

場合 

・地方税法上の合計所得金額（注２） 

 （合計所得金額が０円を下回る場合は、０円とする。） 

・所得税法上の公的年金等の収入金額（注３） 

 

・その他厚生労働省令で定める給付（注４） 

 

   （注１）「市町村民税世帯非課税世帯」とは、支給認定世帯の世帯員

が、受診者が特定医療を受ける日の属する年度（特定医療を受

ける日の属する月が４月から６月である場合にあっては、前

年度）分の地方税法（昭和 25 年法律第 226 号） の規定によ

る市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、

同法第 328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）

が課されていない者（均等割及び所得割双方が非課税）又は市

町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除され

た者（当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住

所を有しない者を除く。）である支給認定世帯をいう。 

   （注２）「合計所得金額」とは、地方税法第 292条第１項第 13号に

規定する合計所得金額をいう。ただし、公的年金等の支給を受

ける者については、所得税法（昭和 40年法律第 33 号）第 35

条第２項に規定する雑所得の金額は、公的年金等控除額を 80

万円として算定した額とする。 

   （注３）～（注４）（略） 



  ② （略） 

 

（３）～（10）（略） 

 

 ３ （略） 

 

第４ （略） 

 

第５ 支給認定 

 １～４ （略） 

  

 ５ 未申告者の取扱い 

  税制上の申告をしていない者については、申告を求めるなどにより、課税・

非課税の確認を行うこと。ただし、地方税法の規定による市町村民税が課さ

れない者又は市町村の条例に基づき当該市町村民税が免除されている者であ

って、かつ、市町村の条例により地方税法上の申告義務を免除されている者

であることが都道府県等において確認できた場合には、所得区分を「③低所

得Ⅱ」として取り扱い、申告を求める必要はないこと。 

  非課税であることが確認できなければ、所得区分を「⑥上位所得」として

取り扱うこと。 

   

 ６～８ （略） 

 

第６ （略） 

 

第７ 特定医療費の支給等 

 １～３ （略） 

 

 ４ 診療報酬の審査、決定及び支払 

  診療報酬の審査については「特定医療費の支給に係る診療（調剤）報酬の

審査及び支払に関する事務の社会保険診療報酬支払基金への委託について」

（平成 26年 11月 12日付け健発 1112第 10号厚生労働省健康局長通知）及び

「特定医療の給付に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務の国民健康保

険団体連合会への委託について」（平成 26年 11月 12日付け健発 1112第 12

号厚生労働省健康局長通知）の定めるところによること。 

  ② （略） 

 

（３）～（10）（略） 

 

 ３ （略） 

 

第４ （略） 

 

第５ 支給認定 

 １～４ （略） 

  

 ５ 未申告者の取扱い 

  非課税であることから税制上の申告をしておらず、課税・非課税の確認が

とれない者については、原則として、申告した上で非課税の証明書を取得す

るよう求め、その証明書を提出させるものとする。 

   

 

 

なお、非課税であることが確認できなければ、所得区分を「⑥上位所得」と

して取り扱うこと。 

   

 ６～８ （略） 

 

第６ （略） 

 

第７ 特定医療費の支給等 

 １～３ （略） 

 

 ４ 診療報酬の審査、決定及び支払 

  診療報酬の審査については「特定医療費の支給に係る診療（調剤）報酬の

審査及び支払に関する事務の社会保険診療報酬支払基金への委託について」

（健発 1112第 10号平成 26年 11月 12日厚生労働省健康局長通知）及び「特

定医療の給付に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団

体連合会への委託について」（健発 1112第 12号平成 26年 11月 12日厚生労

働省健康局長通知）の定めるところによること。 



 

第８ （略） 

 

 

別紙様式１号別添 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ （略） 

 

 

別紙様式１号別添 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第１号   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第１号（裏面） （略） 

別紙様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第１号  （略） 

 

 

 

別紙様式第１号（裏面） （略） 



別紙様式第２号（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第２号（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第２号（裏面）、第３号 （略） 

別紙様式第２号（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第２号（表面） 

 

 

 

別紙様式第２号（裏面）、第３号（略） 



別紙様式第４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第６号 （略） 

別紙様式第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第６号 （略） 




